
令和 7年度 岡山県水防協議会 次第 

 

日 時 令和７年５月１３日(火)  

                            １４時～１６時 

場 所 県庁３階 大会議室    

 

 １ 開 会 

 

 ２ あいさつ 

 

 ３ 議 事 

    岡山県水防計画の改訂案について（資料１、資料２） 

①洪水予報等発表様式の変更（国・県） 

     ②重要水防箇所の見直し 

     ③その他軽微な事項の変更 

 

 ４ 講 話 

(１)『令和８年度からの防災気象情報の体系整理について』 

       岡山地方気象台 

次長 宇野田 隆司 様 

 

  (２)『岡山三川の水害リスクについて』 

       国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所 

総括保全対策官 末永 敦 様 

 

 ５ 閉 会 



岡山県水防協議会委員名簿 

（順不同・敬称略） 

役 名 役 職 名 氏 名 

会 長 岡山県知事 伊原木 隆太 

委 員 国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所長 小平 剛弘 

 岡山市長 大森 雅夫 

 西日本旅客鉄道株式会社中国統括本部岡山支社長  林  秀樹 

 岡山地方気象台長 倉重 輝雄 

 西日本電信電話株式会社岡山支店長 井上 喜徳 

 中国四国管区警察局岡山県情報通信部長 幸村  博 

 日本放送協会岡山放送局長 福井 裕一郎 

 陸上自衛隊中部方面特科連隊第３大隊長 倉本 貴史 

 岡山県議会議員 中塚 周一 

 岡山大学准教授 本田 恭子 

 岡山県女性防火クラブ連絡協議会会長 山本 文子 

 岡山県市長会会長 栗山 康彦 

 岡山県町村会会長 小倉 博俊 

 岡山県警察本部警備部長 關  孝宏 

 岡山県危機管理監 中川 担泰 

 



 

 

 資料１  

 

 

 
令和７年度岡山県水防協議会 

 

 

 

岡山県水防計画の改訂案について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
岡 山 県 

 
 
 

 

 



 

 

１ 洪水予報等発表様式の変更（国・県） 
  

   国土交通大臣及び県知事が指定した河川の洪水予報等を発表する際に、通知先が受け取る水位情報を図表を用いて分かりやすい表現とするため、発表様式の変更を行う。 
 
   （「令和６年度岡山県水防計画書」Ｐ２４５～２６９、Ｐ２７２～２７６） 

様式第１－１号～第１－６号 洪水予報発表様式（国）、様式第２―１号～第２－３号 洪水予報発表様式（県）、様式第４－１号～第４－５号 水防警報様式（国） 

 

    様式第１－１号 洪水予報発表様式 

    【現行】                                  【変更】 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 



 

 

    【現行】                                  【変更】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 



 

 

    様式第４－３号 水防警報発表様式 

【現行】                                  【変更】 
 

       

３ 



 

 

２ 重要水防箇所の見直し 
 

重要水防箇所は、県管理河川等で３５箇所の減（３，６９０ｍの減）、国管理河川で３

箇所の減（２，６２６ｍの減）である。 
 

（「令和６年度岡山県水防計画書」Ｐ１６５ 別表第５７号重要水防箇所総括表を修正） 

 

 

【現行】 

 

 

 

 

 

【変更】 

※赤字が今回変更する箇所  

 

 

 

 

 

 

 

       区 分 

 水 系 
県 国土交通省 計 

吉  井   川 386箇所 59,565ｍ 175箇所 28,202ｍ 561箇所 87,767ｍ 

旭        川 351箇所 91,585ｍ 118箇所 15,776ｍ 469箇所 107,361ｍ 

高   梁   川 251箇所 61,070ｍ 168箇所 44,574ｍ 419箇所 105,644ｍ 

その他の水系 259箇所 70,010ｍ － － 259箇所 70,010ｍ 

海    岸 765箇所 0m － － 765箇所 0ｍ 

合    計 2,012箇所 282,230ｍ 461箇所 88,552ｍ 2,473箇所 370,782ｍ 

       区 分 

 水 系 
県 国土交通省 計 

吉  井   川 381箇所 58,765ｍ 172箇所 27,317ｍ 553箇所 86,082ｍ 

旭        川 335箇所 89,295ｍ 119箇所 14,876ｍ 454箇所 104,171ｍ 

高   梁   川 251箇所 61,070ｍ 167箇所 43,733ｍ 418箇所 104,803ｍ 

その他の水系 249箇所 69,410ｍ － － 249箇所 69,410ｍ 

海    岸 761箇所 0m － － 761箇所 0ｍ 

合    計 1,977箇所 278,540ｍ 458箇所 85,926ｍ 2,435箇所 364,466ｍ 

４ 



 

 

３ その他 
 

 その他軽微な事項の変更は、下表のとおりである。 

変 更 事 項 変  更  内  容 

令和６年度 

水防計画書 

該当ページ 

１ 
第２章第１節１ 
（２）イ 組織 

組織図内「八塔寺川ダム管理事務所」の上部に記載ずれである「〃
（備前県民局）」の位置を修正する。 
 
組織図内「津川ダム管理事務所」の上部に記載漏れである「〃（美
作県民局）」を追記する。 

１頁 

２ 
第４章第１節１ 
注意報及び警報の種類
と発表基準 

岡山地方気象台が発表する大雨及び洪水の注意報、警報の発表 
基準の変更に伴い、一覧表を修正する。 

１１～１４頁 

３ 
第４章第２節４ 
（２）水位観測所 

小田川合流点付替事業に伴い、高梁川の基準水位観測所が「酒津
」から「船穂」に変更となったため、水防警報における船穂水位
観測所の通報先水防管理者「総社市」を一覧表から削除する。 
 倉敷市・総社市 → 倉敷市 

２８頁 

４ 
別表第１号の３ 
災害予警報受理伝達系統図 

系統図内の誤記を修正する。 
（「警察」のみ全市町村へ標題を通知） 

→ （「警報」のみ全市町村へ標題を通知） 
５１～５２頁 

５ 

別表第２号 
洪水予報伝達系統図 
旭川及び百間川 
別表第３号 
洪水予報伝達系統図 
吉井川及び金剛川 
別表第４号 
洪水予報伝達系統図 
高梁川及び小田川 

系統図内の誤記を修正する。 
水防法第１３条２項 → 水防法第１３条４項 

５４～５６頁 

６ 
別表第７号 
旭川ダム放流時通報連絡系統図 

水産課の電話番号を修正する。 
 内線電話番号 4051 → 9299 
 
岡山北警察署「福渡駐在所」について、加入電話の廃止に伴い、
系統図から削除する。 

５９～６０頁 

７ 
別表第８号 
鳴滝ダム放流時通報連絡系統図 

岡山北警察署「津賀駐在所」について、加入電話の廃止に伴い、
系統図から削除する。 

６１頁 

８ 
別表第１８号 
湯原ダム放流時通報連絡系統図 

真庭警察署「湯原駐在所」について、加入電話の廃止に伴い、系
統図から削除する。 

７３～７４頁 

９ 
別表第１９号 
社口ダム放流時通報連絡系統図 

真庭警察署「湯原駐在所」について、加入電話の廃止に伴い、系
統図から削除する。 

７５～７６頁 

10 
別表第３６号 
滝の宮ダム放流時通報連絡系統図 

美作警察署「福本駐在所」について、加入電話の廃止に伴い、系
統図から削除する。 

１０１頁 

11 
別表第４０号 
児島湾締切堤防水位等通報連絡系統図 

各連絡先の電話番号等を修正する。 
・備前県民局（農林水産事業部農地農村整備課） 

   内線 FAX 番号 6200-565 → 6200-574 
 ・備前県民局（建設部管理課） 
   直通電話番号 086-233-9877 → 086-233-9910 
   内線電話番号 6200-437 → 6200-674 

１０５～１０６
頁 

５ 



 

 

 ・備中県民局（農林水産事業部農地農村整備課） 
   内線電話番号 6300-526 → 6300-924 
 ・岡山市危機管理室 
   内線電話番号 6220-200 → 6220-201 

12 

別表第４３号 
県内雨量観測所 
（４）岡山河川事務所 
関係雨量観測所 

観測所の廃止に伴い、「新庄雨量観測所」を一覧表から削除する。 １１５頁 

13 
別表第４４号 
雨量通報系統図 

観測所の廃止に伴い、「新庄雨量観測所」を系統図から削除する。 
 

系統図内に記載漏れである「西大寺雨量観測所」を追記する。 
 

系統図内の誤記を修正する。 
「東条」雨量観測所 → 「東城」雨量観測所 

１１８頁 

14 
別表第４５号 
県内水位観測所 
（１）県関係水位観測所 

小田川合流点付替事業に伴い、高梁川の基準水位観測所が「酒津」
から「船穂」に変更となったため、酒津水位観測所の基準水位を一
覧表から削除する。 

 
河川改修工事完了に伴い、移設した水位計の名称を修正する。 

末政川橋－Ｕ → 瞽女橋－Ｕ 
 

水位計名称の誤記を修正する。 
川原橋－Ｕ → 河原橋－Ｕ 

１２１～１２３
頁 

15 

参考資料 
資料４－４ 
水位潮位観測所 
（東備地域事務所管内） 

水位計名称の誤記を修正する。 
川原橋－Ｕ → 河原橋－Ｕ 

２３６頁 

16 

参考資料 
資料４－５ 
水位潮位観測所 
（備中県民局管内） 

河川改修工事完了に伴い、移設した水位計の名称を修正する。 
末政川橋－Ｕ → 瞽女橋－Ｕ 

２３７頁 

17 

参考資料 
資料４－１ 
水位潮位観測所 
（従来型水位計）全体図 
資料４－５ 
水位潮位観測所 
（備中県民局管内） 

観測所の廃止に伴い、「柳井原湖（自記）」水位観測所を位置図か
ら削除する。 

２３３、２３７
頁 

 

６ 



資料２ 

令和７年度 岡山県水防協議会 

参 考 資 料 

岡 山 県 



洪水予報河川について 

＜洪水予報の種類＞ 
〇河川名と以下の表の危険度レベルに応じた情報名を組み合わせて発表 

〇洪水予報の発表基準と発表された場合にとるべき対応は、以下の表のとおり 

＜洪水予報と警戒レベルとの関係＞ 

〇洪水予報について、それぞれの情報を用いてとるべき行動は次のとおり 

※警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて居住者等がとるべき行動と当該行動を

居住者等に促す情報を関連付けるもの

【議題１関係】

出典）気象庁、内閣府 HP より作成 
1



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

洪水予報文等（PDF形式）の様式変更について

令和７年５月

2



洪水予報文変更の概要

洪水により重大な災害が生ずるおそれのある河川に対し、国土交通省または都道府県と気象庁が共同し、「指定河川洪
水予報」を行っている。
今般、指定河川洪水予報を作成するシステムの更新に合わせ、図表を用いた分かりやすい表現とするため、洪水予報文
（PDF 形式）の様式を変更。（XML電文は変更なし）
新様式の運用開始は令和７年３月25日より運用開始。

→ → →

正規

（見出し）

（主　文）

（雨量）

所により1時間に50ミリの雨が降っています。

今後もこの雨は降り続く見込みです。

○○川流域

流域
00日00時00分～00日00時00分

までの流域平均雨量
00日00時00分～00日00時00分
までの流域平均雨量の見込み

○○○ミリ ○○ミリ

令和００年０月０日 ００ 時０ ０分

○○河川
かせん

事務所
じむしょ

・○地方
ちほう

気象
きしょう

台
だい

　共同発表

【警戒レベル２相当情報［洪水］】○○川
がわ

では、氾濫注意水位に到達し、

今後、水位はさらに上昇する見込み

【警戒レベル２相当】○○川
がわ

の○○水位観測所（○○市
し

○○）では、「氾濫注意水位」に到達し、

今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

【警戒レベル２相当】○○川
がわ

の△△水位観測所（△△市
し

△△）では、「氾濫注意水位」に到達し、

今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

【警戒レベル２相当】○○川
がわ

の□□水位観測所（□□市
し

□□）では、「氾濫注意水位」に到達し、

今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

機関名

○○川
がわ

氾濫注意情報
○ ○ 川 洪 水 予 報 第 ○ 号
洪 水 注 意 報 （ 発 表 ）

発表者 第１受報者 第２受報者 第３受報者

国土交通省　○○河川事務所

気象庁 ○○地方気象台
機関名 機関名

（水位）

○○川の水位観測所における水位は次のとおりと見込まれます。

XXX.X↑

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X

XXX.X↑

XXX.X

XXX.X□□□

00日00時00分の状況

00日01時00分の予測

00日02時00分の予測

△△△
水位観測所

（○○県△△市△△）

00日00時00分の状況

00日01時00分の予測

00日02時00分の予測

00日03時00分の予測

00日04時00分の予測

00日05時00分の予測

00日06時00分の予測

○○○
水位観測所

（○○県○○市○○）

00日00時00分の状況

00日01時00分の予測

00日02時00分の予測

00日03時00分の予測

00日04時00分の予測

00日05時00分の予測

00日06時00分の予測

レベル３ レベル４

水位(m)
水防団
待機

氾濫
注意

避難
判断

氾濫
危険

観測所名

水位危険度 レベル１ レベル２

現行PDF 新PDF

3



標題、見出し、主文等

削除
①

改善②

①発表者・第1～３受報者名の記載欄 → 削除 受報者への一斉送信が可能となったため。
②標題 → “警戒レベル●相当情報”を冒頭（＝標題）に明示する。
③見出し → 【警戒レベル●相当情報】の記載を「見出し」から発表文冒頭の「標題」に移動。
④主文 → 変更なし

④

改善

→ → →

正規

（見出し）

（主　文）

令和００年０月０日 ００ 時０ ０分

○○河川
かせん

事務所
じむしょ

・○地方
ちほう

気象
きしょう

台
だい

　共同発表

【警戒レベル２相当情報［洪水］】○○川
がわ

では、氾濫注意水位に到達し、

今後、水位はさらに上昇する見込み

【警戒レベル２相当】○○川
がわ

の○○水位観測所（○○市
し

○○）では、「氾濫注意水位」に到達し、

今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

【警戒レベル２相当】○○川
がわ

の△△水位観測所（△△市
し

△△）では、「氾濫注意水位」に到達し、

今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

【警戒レベル２相当】○○川
がわ

の□□水位観測所（□□市
し

□□）では、「氾濫注意水位」に到達し、

今後、水位はさらに上昇する見込みです。洪水に関する情報に注意してください。

機関名

○○川
がわ

氾濫注意情報
○ ○ 川 洪 水 予 報 第 ○ 号
洪 水 注 意 報 （ 発 表 ）

発表者 第１受報者 第２受報者 第３受報者

国土交通省　○○河川事務所

気象庁 ○○地方気象台
機関名 機関名

③

現行PDF 新PDF
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記載なし

警戒レベル相当情報早見表

⑤

警戒レベル相当情報早見表：新規追加現行PDF 新PDF

予報区域の警戒レベル相当情報
各基準観測所の情報を比較し、
最も高い警戒レベル相当を記載
※「標題」と同じ記載内容

基準観測所名・対象河川
予報区域内の基準水位観測所を
全て記載し、その基準観測所の対
象河川を記載

新着・更新
各基準水位観測所の警戒レベル
相当に追加あるいは更新がある
場合にその旨を記載

予測水位
予測水位に基づく警戒レベル
相当を記載＆着色

現況水位
現況水位に基づく警戒レベル相
当を記載＆着色

市区町村
各基準水位観測所の受け持ち区間
内で氾濫した場合に氾濫水が到達
する可能性のある市区町村に対して、
基準観測所ごとの警戒レベル相当を
記載＆着色
市町村名には、その中で最も高い警
戒レベル相当を着色

新着・更新
警戒レベル相当情報に新規・更
新がある市区町村にその旨を記
載

警戒レベル（ ）相当
同一の基準水位観測所の現況
水位・予測水位の情報から警戒
レベル相当を記載＆着色
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※氾濫発生情報（警戒レベル５相当情報）のみ

⑥氾濫による浸水が想定される地区 → ・氾濫箇所を記載
・市町村名の列記であったものを箇条書きに

氾濫による浸水が想定される地区（Lv5のみ）／雨量

⑥ 改善
現行PDF 新PDF

※氾濫発生情報（警戒レベル５相当情報）のみ

現行PDF 新PDF

⑦雨量 → 変更なし

⑦
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⑧水位または流量（グラフ）
→ ・警戒レベル相当を大きく記載＆着色

・折れ線グラフ化にすることで水位変化を視覚的に分かりやすく
・基準水位の間隔を実際の数値幅に比例させ、水位上昇の度合いを容易に認識できるようにする

⑧

水位または流量

改善
現行PDF 新PDF
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⑨

7

基準水位等

現行PDF 新PDF

⑨参考情報 ・基準水位（レベル１～レベル４） →削除：「水位または流量」（グラフ）で確認可能
・氾濫が発生した場合の浸水想定区域 →削除：浸水想定区域図やハザードマップで確認可能
・水位危険度レベル１～５の説明 →削除：事前に確認可能

⑩雨量、水位等のPULL型情報 →URLのみだったものを URL＋QRコードに
⑪注意事項 → 変更なし
⑫問い合わせ先 → 変更なし

⑩ 改善

（注意事項）⑪

⑫
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水防警報の変更

現行PDF 新PDF

・見出しを追加
・水防警報発表状況表の様式を変更
・参考情報は簡素化し、PULL型情報にQRコードを追加
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重要水防箇所の見直し

＜概要＞ 

重要水防箇所とは、堤防高が低い箇所、堤防断面の不足する箇所、漏水箇所、

陸閘が設置されている箇所などを、洪水、高潮等の際、水防上特に注意を要す

る箇所として、県水防計画に定めるものである。

市町村は、水防活動時には、この重要水防箇所を重点的に巡視・点検し、異常

を発見した場合、直ちに水防作業を開始しなければならない。 

評 定 項 目 評 定 基 準 

堤防高 堤防は計画どおりの高さかどうか 

堤防断面 堤防断面は計画どおり確保されているかどうか 

法崩れ・すべり 法崩れやすべりの実績がある箇所で、その対策が取られ

ているか 

漏水 漏水の実績がある箇所で、その対策が取られているか 

水衝・洗掘 流水により深掘りされる部分の対策がとられているか 

浸水リスク 既往洪水で、外水による家屋の浸水被害が発生し、水防

上注意が必要な箇所で、所要の対策が取られているか 
※その他「要注意区間」として、出水期中の工事箇所、築造後３年以内の新堤防、

陸閘設置箇所等がある。

【堤防高不足】 【堤防断面不足】 【漏 水】 
 完成した時の  完成した時の 

堤防の高さ    堤防断面 

＜令和７年度重要水防箇所の見直しについて＞ 

重要水防箇所の見直しについては、河川改修工事の完了に伴う変更や、陸閘

を廃止した箇所の削除等により、県管理河川等においては３５箇所の減（３，

６９０ｍの減）、国管理河川においては３箇所の減（２，６２６ｍの減）とな

った。 

【議題２関係】

 今の堤防は高さが
不足しています

 今の堤防は幅が
不足しています
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